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いのちを守る
3つのマナー※

正しく恐れて、つくっていく

「 新しい日 常 」
コロナ禍に対する「緊急事態宣言」が解除され、徐々に日常生活が戻りつつあります。その一方で、次の流行への備えも忘れ

てはいけません。いま一度、感染予防対策を確認し、鎌倉の社会経済を前進させる「新しい日常」をつくっていきましょう。

①小・中学校では休校中にオンライン学活を実施　②市主催の離乳食クラスもオンラインで　③ 2m の距離ってこれくらい（市役所）　④・⑤テイクアウトも広がっています　
⑥密を避けてご利用を（鎌倉駅西口駅前広場）

②

④

⑤ ⑥①

　今夏はマスクを着用する機会が増
えるため、例年以上に熱中症への注
意が必要です。

熱中症になりやすい！！

　特に熱 中 症にかかりやすい高齢
者・子ども・障害者は、注意が必要
です。また、マスクを着用しての激
しい運動は避けましょう。
　なお、2 歳未満の子どもは窒息の
リスクが高まる恐れなどがあるため、
マスクの使用はやめましょう。

マスクと熱中症

鎌倉市長　松尾 崇

● 市の施設再開状況…2 面　　● 中小企業支援など…4 面

市民健康課☎️ 61-3977

　5月25日、国は「緊急事態宣言」を解除しました。市民、事業者の皆さ

まが一丸となって、感染拡大防止にご協力いただいたことに心から感謝

申し上げます。また、学校に子どもたちの元気な声が響くなど、少しず

つ日常が戻り始めています。

　しかし、ウイルスの脅威がなくなったわけではありません。一方で、

正しく恐れて行動することで、私たちはウイルス感染のリスクを低減で

きることも学びました。これからは、暮らしや働き方に「新しい生活様式」

を取り入れながら、鎌倉の「新しい日常」をつくっていきましょう。

　新型コロナウイルスに感染した人や疑いのある人を差別したり、攻

撃したりすることは絶対にしないでください。私たち市民が誇りを持

てる鎌倉を、引き続き創っていきましょう。 

次の流行に備えながら、社会経済再生へ

マスクを着ける 手洗いをする

人との間隔を空ける

・屋外で人との距離が保てる場合は
  マスクを外す

・喉が渇いていなくても、小まめに水分補給

・室内換気後は、小まめにエアコンの温度を調整

リモート

2m

少人数間隔

・２ｍを目標に最低１ｍ空ける

・人との接触も減らす工夫を

・水とせっけんで丁寧に
・手指消毒薬も有効 
・家に帰ったらシャワーも

・外出や会話するときは必ずマス
　クを。症状がなくても着用

・咳エチケット

・体内に熱がこもりやすい
・喉の渇きに気付きにくい

いつもの熱中症予防対策に加えて

引き続き、3 密を避けて感染予防を！

手洗い 消毒 シャワー咳エチケット対面マスク

2m

③

※厚生労働省「新しい生活様式」の実践例を参考にしています



令和 2年（2020年）6月15日　第1 3 5 9号 （ 2）広 報 か ま く ら

施設名 使用時の注意・変更点 問い合わせ先

再
開
し
ま
し
た

図
書
館
・
会
議
室
な
ど

中央図書館、
地域図書館（腰越・深沢・大船・玉縄） ＊ 貸出などに限定。30分をめどにご利用を。読書などでの滞在は

不可。返却は、なるべくブックポストへ
中央図書館☎ 25-2611

腰越・深沢・大船・玉縄支所（会議室） 腰越☎ 33-0710　深沢☎ 48-0021
大船☎ 45-7711　玉縄☎ 44-2217

ＮＰＯセンター（鎌倉・大船）会議室 NPOセンター鎌倉☎ 60-4555
NPOセンター大船☎ 42-0345

福祉センター会議室 　　　　　　　　　　　＊調理室など一部利用不可 福祉総務課（内線 2363）

生涯学習センター（腰越・深沢・大船・玉縄） 　　　　　　　　　　　＊調理室など一部利用不可
教育総務課（内線 2379）

吉屋信子記念館（貸室）

子
育
て
施
設

腰越つどいの広場 　　　　　　　　　　　　　　　＊午前・午後の入れ替え制 こども支援課☎ 61-3891

かまくら冒険遊び場・梶原 ※再開日変更の場合あり 同館☎ 47-1433

子育て支援センター（鎌倉・深沢・大船・玉縄） 　　　　　　　　　　　　　　　＊午前・午後の入れ替え制 鎌倉☎ 23-0606　深沢☎ 48-0550
大船☎ 47-3377　玉縄☎ 45-5077

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設

鎌倉芸術館 同館チケットセンター
☎ 0120-1192-40

川喜多映画記念館 同館☎ 23-2500

旧華頂宮邸庭園 ＊庭園の一般公開を再開（3密を避けた散策を） 都市景観課☎ 61-3477

鎌倉歴史文化交流館
＊平日のみ開館、市民限定（当面の間）

同館☎ 73-8501

鎌倉文学館 同館☎ 23-3911

鏑
かぶら

木
き

清方記念美術館 同館☎ 23-6405

鎌倉国宝館
＊平日のみ開館、市民限定（当面の間）

同館☎ 22-0753

深沢多目的スポーツ広場 スポーツ課☎ 43-3419

こ
れ
か
ら
再
開

福
祉
施
設

老人福祉センター（教養・名越・今泉・玉縄・
腰越） 　　　　　　　　　　　　　＊個人利用から開始 高齢者いきいき課☎ 61-3930

未病センターかまくら 市民健康課☎ 61-3946

体
育
館
な
ど

笛田公園野球場・庭球場（壁打練習施設含む）・
会議室 　　　　　　　 公園課（内線 2442）

鎌倉武道館・大船・鎌倉・見田記念体育館
＊更衣室等は未定。鎌倉体育館トレーニングルームは 7/1（水）から スポーツ課☎ 43-3419

西御門テニスコート

子
育
て
施
設
な
ど

深沢子ども会館 同館☎ 44-6888

子どもの家と併設している
子どもひろば・子ども会館

＊乳幼児親子は午前中のみの利用で、来館予約を

青少年課☎ 61-3886
予約は各施設へ

青少年会館（鎌倉・玉縄）
＊玉縄の学習室は再開しています。対象は中学生～大学生

鎌倉☎ 23-7530　玉縄☎ 44-0480

小学校・中学校学校開放（多目的室など） 教育総務課（内線 2379）

未
定

小学校・中学校学校開放（体育館・校庭） 通常登校になってから スポーツ課☎ 43-3419
笛田リサイクルセンター
再生利用棟西側（会議室） ー 笛田リサイクルセンター☎ 32-9090

　国や県のガイドラインに合わせ、本市でも公共施設を段階的に再開しています。情報は変更になる
こともありますので確認の上、お出掛けを。その際は、マスク着用、手指消毒、検温をお願いします。

市の施設の開館予定一覧
▲�詳細や最新情報は
新型コロナウイルス
対策特設サイトへ

＊掲載情報は 6/3 時点のものです

時間制限 人数制限

時間変更

時間制限 人数制限

時間制限 人数制限

時間制限 人数制限

時間制限 人数制限

来館予約 時間制限 人数制限

来館予約 時間制限 人数制限

来館予約 時間制限 人数制限

人数制限

人数制限

時間制限 人数制限 時間変更

時間制限 人数制限 時間変更

来館予約 時間制限

時間制限 人数制限

来館予約 人数制限

6/22（月）から。見田のみ7/1（水）から

6/20（土）から

小学生…6/22（月）から、乳幼児…6/29（月）から

6/22（月）から 人数制限

7/1（水）から 来館予約 時間制限

6/22（月）から 時間制限 人数制限

6/22（月）から 時間制限 人数制限

来館予約 時間制限

6/30（火）から

時間制限

人数制限

時間変更…利用時間に制限あり
…利用人数に制限あり

…開館・使用時間に変更あり
来館予約 …新たに来館時に予約が必要  ＊会議室など、もともと利用に当たり予約登録が必要な施設は、これまでの規約に準じます

月／日から …再開予定日

人数制限

時間制限 人数制限

来館予約 時間変更 人数制限

実施しません

同大会実行委員会
鎌倉花火大会

（市観光協会内）

開場しません

スポーツ課  ☎43-3419

鎌倉海浜公園水泳プール
学校水泳プール一般開放

鎌倉市海水浴場

観光課　☎61-3884

　開設しません
（夏期の海岸の詳細については後日、掲載します）

☎23-3050

来館予約

7/13（月）から 時間制限

来館予約

※鎌倉海浜公園坂ノ下地区、笛田公園、鎌倉中央公園、夫婦池公園の各駐車場については、6/1から再開しています。利用時間などについては各公園にお問い合わせください。鎌倉市
役所休日有料駐車場については、6/20からの開放となります

時間制限

時間制限



市民税・県民税（普通徴収）　第 １期の納期限は6／30（火）です 納税課…☎6１－39１１

（ 3） 広 報 か ま く ら 令和 2年（2020年）6月15日　第1 3 5 9号

お

知

ら

せ

市
役
所
は
☎
23
局
３
０
０
０

▢問
…
問
い
合
わ
せ　
　

▢申
…
申
し
込
み

進
学
・
卒
業
祝
い
金 

追
加

4

4

で
申
請
受
け
付
け

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
期
間
内
に
申
請
で
き

な
か
っ
た
人
の
た
め
に
、
今
年
度
に

限
り
、
次
の
①
②
に
つ
い
て
、
追
加

で
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
申
請
は

い
ず
れ
も
、
６
月
１５
日
～
３０
日
に
郵

送
（
必
着
）
か
直
接
、
こ
ど
も
相
談

課
（
本
庁
舎
１
階
、
〒
２
４
８
―
８

６
８
６
〈
住
所
記
載
不
要
〉）
へ
。

　
申
請
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
①
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
大
学
進

学
支
度
金
】

　
令
和
２
年
４
月
２
日
時
点
で
、
次

の
要
件
を
全
て
満
た
す
子
ど
も
の
保

護
者
に
、
大
学
進
学
支
度
金
（
お
祝

い
金
）
６
万
円
を
交
付
し
ま
す
。
交

付
に
は
、
所
得
制
限
と
審
査
が
あ
り

ま
す
。

対
象
要
件
…
▼
母
子
・
父
子
家
庭
、

ま
た
は
父
母
が
い
な
い
家
庭
の
子

ど
も　
▼
高
等
学
校
入
学
～
卒
業

時
に
、
市
内
に
居
住
し
て
い
る
子

ど
も　
▼
大
学
ま
た
は
短
期
大
学

に
入
学
し
、
入
学
時
の
年
齢
が
２０

歳
未
満
の
子
ど
も

申
請
時
に
必
要
な
も
の
…
▼
こ
ど
も

相
談
課
で
配
布
す
る
申
請
書
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き

ま
す
）　
▼
入
学
証
明
書
類
（
入

学
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）　
▼
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

（
戸
籍
全
部
事
項
証
明
や
改
製
原

戸
籍
な
ど
）　
▼
印
鑑

新型コロナウイルス対策のため、予定などが変更される場合があります。ご 注 意

【
②
遺
児
の
養
育
者
に
中
学
校
卒
業
祝
金
】

　
父
親
や
母
親
が
亡
く
な
っ
た
か
、

７
年
間
以
上
所
在
が
分
か
ら
な
い
家

庭
の
子
ど
も
の
中
学
校
卒
業
時
に
、

養
育
者
へ
卒
業
祝
い
金
３
万
円
を
交

付
し
ま
す
。

申
請
時
に
必
要
な
も
の
…
▼
死
亡
と

対
象
と
な
る
子
の
親
子
関
係
が
確

認
で
き
る
書
類
（
戸
籍
全
部
事
項

証
明
書
〈
謄
本
〉
や
改
製
原
戸
籍

な
ど
）　
▼
印
鑑　
▼
養
育
者
の

銀
行
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

▢問
こ
ど
も
相
談
課
☎
6１
局
３
８
９
６

都
市
計
画
緑
地
事
業

認
可
の
公
告
と
縦
覧

　
鎌
倉
都
市
計
画
緑
地
（
第
４
号
山

ノ
内
宮
下
小
路
緑
地
）
で
、
都
市
計

画
事
業
認
可
を
受
け
ま
し
た
。
事
業

施
工
期
間
は
、
令
和
４
年
３
月
３１
日

ま
で
の
予
定
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
事
業
認
可
図
書
は
、

都
市
計
画
課
（
本
庁
舎
３
階
）
で
縦

覧
で
き
ま
す
。

▢問
都
市
計
画
課
☎
6１
局
３
４
０
８

笛
田
公
園
内
野
球
場

防
球
ネ
ッ
ト
設
置

　
令
和
元
年
度
に
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興

く
じ
（
ｔ
ｏ
ｔ
ｏ
・
Ｂ
Ｉ
Ｇ
）」
の

助
成
金
を
活
用
し
て
、
笛
田
公
園
内

野
球
場
の
ラ
イ
ト
側
場
外
に
、
飛
球

防
止
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
を
設
置
し
ま

し
た
。
ま
た
、
劣
化
し
て
い
た
ク
ッ

シ
ョ
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
改
修
工
事
も
行

い
ま
し
た
。

▢問
公
園
課
（
内
線
２
４
４
２
）

国
勢
調
査
員
を
募
集

　
国
勢
調
査
は
、
５
年
ご
と
に
行
わ

れ
る
国
の
最
も
重
要
な
統
計
調
査

で
、
今
年
１０
月
１
日
を
基
準
日
と
し

て
実
施
さ
れ
ま
す
。こ
れ
に
当
た
り
、

調
査
票
の
配
布
・
回
収
を
行
う
調
査

員
を
、
５
０
０
人
募
集
し
ま
す
。

　
１
人
当
た
り
約
１
０
０
世
帯
を
担

当
。
報
酬
は
お
お
む
ね
４
～
８
万
円

（
担
当
世
帯
数
に
よ
る
）の
予
定
で
す
。

【
申
し
込
み
】

　
国
勢
調
査
員
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
）
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
総
務
課
（
〒
２
４

８
―
８
６
８
６
〈
住
所
記
載
不
要
〉、

FAX
２３
局
８
７
０
０
、▢Etoukei@

city. 
kam

akura.kanagaw
a.jp

）
へ
。

▢問
総
務
課
☎
２３
局
３
９
２
０

令
和
３
年
度
使
用
中
学
校 

教
科
用
図
書
を
展
示

　
全
教
科
の
教
科
書
を
展
示
し
ま
す
。

７
月
１０
日
（
金
）
～
１６
日
（
木
）
…

鎌
倉
水
道
営
業
所
庁
舎
２
階　
午

前
９
時
～
午
後
４
時
３０
分

▢問
教
育
指
導
課
☎
6１
局
３
８
１
２

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の

抽
選
申
し
込
み

【
ホ
ー
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
抽
選
申

し
込
み
（
来
年
２
月
分
）】

　
７
月
１
日
か
ら
予
約
シ
ス
テ
ム
で

抽
選
申
し
込
み
を
開
始
し
ま
す
。

【
集
会
室
の
抽
選
申
し
込
み（
１２
月
分
）】

　
８
月
１
日
に
開
始
予
定
で
す
。

　
な
お
、
１０
月・１１
月
分
の
ホ
ー
ル・

ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
集
会
室
の
抽
選
・
予

約
の
方
法
は
、
使
用
団
体
代
表
者
に

郵
送
で
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

▢問
鎌
倉
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
☎
２５
局

２
０
３
０

市
の
財
政
状
況
を
公
開

　
平
成
３０
年
度
普
通
会
計
決
算
に
見

る
市
の
財
政
状
況
を

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

▢問
財
政
課
（
内
線
２

２
５
２
）

　所得の減少や失業、火災・風水
害、また、新型コロナウイルス感染
拡大による影響で、市税・保険料
の納付が困難な場合は、減免・猶予・
免除されることがあります。各担当
課にご相談ください。

「市税・保険料の支払いが難しい」
そんなときには、ご相談ください

種　別 問い合わせ
市・県民税、法人市民税、
固定資産税・都市計画税、
軽自動車税

納税課
☎６１－３9１5

国民健康保険料 保険年金課
☎６１－３６07

後期高齢者医療の保険料 保険年金課
☎６１－３9６１

国民年金保険料 保険年金課
☎６１－３9６３

介護保険料 高齢者いきいき課
☎６１－３949

　
「
子
ど
も
が
真
ん
中
の
居
場

所
を
地
域
で
」と
の
思
い
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
取
り
組
む

「
鎌
倉
あ
そ
び
基
地
」
を
紹
介

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
◆

　
鎌
倉
あ
そ
び
基
地
は
、
民
間

の
「
学
童
保
育
ふ
か
ふ
か
」 

と
「
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル

Ｌラ

ル

ゴ

ａ
ｒ
ｇ
ｏ
」
を
運
営
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
誰
で
も
参
加
で

き
る
「
学
習
支
援
よ
る
ふ
か
」

「
プ
レ
ー
リ
ー
ダ
ー
と
遊
ぼ
う
」

「
ふ
か
ふ
か
ヨ
ガ
」
な
ど
、
子

育
て
の
悩
み
を
共
有
で
き
る
親

同
士
の
語
り
合
い
の
場
や
講
座

な
ど
を
開
催
し
、
地
域
の
大
人

と
子
ど
も
を
つ
な
ぐ
場
の
提
案

も
し
て
い
ま
す
。

　
勉
強
や
友
だ
ち
関
係
の
悩

み
、
大
人
数
の
場
所
が
苦
手
で

あ
る
こ
と
や
家
庭
の
事
情
な

ど
、
不
登
校
や
学
校
の
行
き
渋

り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ

り
ま
す
。
な
ぜ
学
校
に
行
け
な

い
の
か
本
人
に
も
分
か
ら
ず
、

外
に
も
出
ら
れ
な
く
な
り
苦
し

ん
で
い
る
子
ど
も
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。「
子
ど
も
た
ち
が

あ
り
の
ま
ま
で
受
け
入
れ
ら

れ
、
育
ち
合
え
る
鎌
倉
」
を
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
共
に
考
え
、

創
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
、

こ
の
た
び
「
か
ま
く
ら 

子
ど

も
の
居
場
所
・
子
育
て
情
報
ま

っ
ぷ
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
多

様
な
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
子
育
て
の
一
助
と
し
て

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

「まっぷ」への掲載や配布の要望などは連
絡を。「まっぷ」は「鎌倉あそび基地」の
ホームページから印刷できます

　
日
々
の
活
動
の
中
で
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
や

り
た
い
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、

大
人
の
都
合
だ
け
を
押
し
付
け

な
い
よ
う
、
私
た
ち
は
ス
タ
ッ

フ
間
の
話
し
合
い
を
大
切
に
し

て
、
こ
れ
か
ら
も
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▢問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
鎌
倉
☎
6０

局
４
５
５
５

　

会
計
年
度
事
務
補
助
職
員
（
通
年
任
用
・
短
期

間
任
用
）、
会
計
年
度
障
害
者
事
務
補
助
職
員
を
、

６
月
１9
日
ま
で
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
受
験
案
内
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集

ごみから感染しない！させない！
ごみ減量対策課☎６１－339６

▢問職員課（内線２２3２）

�　皆さんやご家族はもちろん、ごみを収集・
処理する作業員を感染から守るために、次の
点に気を付けてごみ出しをお願いします。こ
れは、感染拡大防止やごみを円滑・安全に収
集・処理する上で大切な行動です。ご協力を
お願いします。

新型コロナウイルス感染症予防対策

ごみに直接触れない！
ポイント１ポイント3 ごみ箱にごみ袋

をかぶせておく
と、ごみに触ら
なくて済むよ。
ごみ袋はしっか
り縛ってね

かまくら 3Ｒ推進マスコットキャラクター

ぼくたちがごみ出しのポイントを紹介するよ

ひめ にゃん丸 ぽん太

「学童保育ふかふか」では、子ども
たちが自由に楽しく過ごしています
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　地域のごみ収集スケジュール、�
ごみの出し方などを、AIがご案内。
年末年始の収集スケジュールなどの
お知らせもお届けします！

▲友だち登録を
「鎌倉ごみ調べ」

今日は何のごみの日？
紙類の出し方は？

ポイント２
ごみ袋の空気を抜く！

収集車で破裂
すると、ウイ
ルスが飛散し
てしまうかも！

✖

ごみ出し後は、手を洗う！
せっけんを使っ
て、流水で洗
おう



アプリ「マチイロ」で
広報かまくらが読めます

令和 ２年（２０２０年）6月１5日　第１ 3 5 9号 広 報 か ま く ら （ ４）

　市では、新型コロナウイルス対策で売り上げが減少し、 
家賃の支払いにお困りの市内中小企業者（法人・個人事業主）
に、事業継続のため、家賃 ２ カ月分相当の補助を行っています。 
補助金の申請期限は、 ６ 月30日（消印有効）です。市ホーム
ページで確認の上、期限までに申請を。

申請期限は、6 /30（消印有効）
市の中小企業 家賃支援補助金

交付額の上限（ ２ カ月分）

合計売上額の減少率 法人Ａ 法人Ｂ・個人
５％以上～40％未満 10万円 5万円
40％以上～50％未満 20万円 10万円
50％以上～60％未満 40万円 20万円
60％以上～70％未満 60万円 30万円
70％以上～80％未満 80万円 40万円

80％以上 100万円 50万円

商工課☎６1－3６41（相談は窓口ではなく、電話でどうぞ）

減少率（％）＝ ×100
昨年4月の売上高

（昨年4月の売上高）－（今年4月の売上高）

【対象区分】
法人A…
平成31年 1 / 1以前から
市内に本店の登記をし
ている

法人Ｂ…
法人Ａ以外

個人…
個人

【交付額】
交付額の上限は、対象区分と売上高の減少率に応じて異なります（表）。

【対象者】
次の全てを満たす法人・個人事業主です。
・�今年１月１日以前から申請時に至るまで、市内に本店を登記
している法人、または上記期間本市に住民登録がある個人で
ある
・�市内の家屋を賃借※して事業を営んでいる
・�セーフティネット保証 ５号の指定業種（今年 ４月30日時点）
を主な事業としている
・�今年 ４月の売り上げが、昨年 ４月と比べて ５％以上減少して
いる
・�期限が到来した市税（納税猶予の適用分を除く）を完納し、
必要な申告義務を完了している

※�ただし、法人の場合は、申請しようとする法人の役員または当該役員の
3 親等以内の親族、個人の場合は、3 親等以内の親族が貸主である場
合、支援の対象ではありません

▲詳細は市ホームページを

締切間近

国の家賃支援給付金（＊１） 国の雇用調整助成金など（＊２）

いずれも予定（ ６ / 3 時点）。国会での成立が前提となります。
＊ 1 　詳細は、経済産業省ホームページを
＊ ２ 　詳細は、厚生労働省ホームページを

⃝�企業が従業員に支払う休業手当につい
て、１日当たりの上限を、8,330円から
１万５,000円に引き上げ
⃝�従業員が直接申請できる、コロナ対応
の休業支援金制度を創設

新 改
間もなく 間もなく

この他、受けられる支援がないか、 
確認しましょう

国・県・市では追加して、さまざまな
支援を新設・予定していま
す。情報は本紙 ６ / 1 号の
ほか、市ホームページ（特
設サイトで随時、更新中）を。

　市では、５ 月２9日に全世帯に向けて「特別定額給付金」の申請書類
を発送しました。まだ届かない人は、市にご連絡ください。なお、すで
にオンライン申請やダウンロード申請をした人は、重複して申請する
ことはできませんので、破棄してください。

特別定額給付金  
 専用ダイヤル

☎61－3887
平日8：30～17：15

消費生活相談

新型コロナウイルスに便乗した
電話やメール、郵便物にご注意！

　新型コロナウイルスに便乗した電話・メールが確認されています。事例１
のようにマイナンバーカードを求めてくるものもあります。他人にカードを
見せたりカード情報を教えたりするのは、絶対にやめましょう。
　また、メールに返信したり添付ファイルを開いたり、URLをクリックした
りしてはいけません。クリックすると、偽サイトに誘導され、入力した個人
情報を悪用されることもあります。
　市役所などが、電話をかけてATMの操作
を指示したり、いきなりメールを送信した
りすることはありません。このような電話
やメールがあったら、最寄りの警察署か市
役所・消費生活センターにご連絡を。

▢問鎌倉警察署☎２3－0110
　大船警察署☎4６－0110
　市消費生活センター☎２4－0077
　市民安全課（内線２9５4）

【事例 1 】
「コロナウイルスの検査がご自宅で無料で受け
られます。それにはマイナンバーカードが必要
なので、これからそちらに取りに行きます」と
いう電話があった。

【事例 ２ 】
携帯電話にショートメッセージが届き、「政府
から特別定額給付金10万円が支給されることに
なりました。手続きは、こちらへ」と、URLの
クリックを案内された。
無視していいものか…。

【事例 3 】
知らない会社名が書かれた郵便物が届いた。中
身を見ると、その会社名が書かれた布マスクが
入っていた。あいさつ文や請求書は同封されて
いない。家族に確認すると、誰も購入しておら
ず、勧誘も受けていないという。どうしたらい
いか…。

２ 週間は保管を。その後、
処分して構いません

すぐに電話を切り、警察
に通報しましょう

クリックせず、
無視しましょう

※�事例 ２・3のような場合は、� �
消費生活センターにご相談ください

対象は、今年 ５月～1２月において、下の
いずれかに該当する法人・個人事業主。
・�１カ月の売り上げが１年前の同月と比
べて５0％以上減少

・�連続する 3カ月の売り上げが 1年前の
同期間と比べて30％以上減少




